
電子化の対象外手続（令和７年（2025年）６月現在）

（１）申請等に係る事項に虚
偽がないかどうかを対面に
より確認する必要があるこ
と。

(２)申請等に係る書面等の
原本を確認する必要がある
こと。

（３）許可証その他の処分通
知等に係る書面等を事業
所に備え付ける必要がある
こと。

（４）処分通知等に係る書面
等を携帯し、又は提示する
必要があること。

（５）前各号に掲げる事由に
類するものとして本市の機
関等が認める事由

(5)の詳細内容

総務部 危機管理室 吹田市青色防犯パトロール委嘱関係手続 ○
総務部 危機管理室 青色防犯パトロール活動補助金関係手続 ○

総務部 危機管理室 安心安全マップ作成申請手続 ○
電子化を行うことにより、手続きの負担が相手方に
とって大きくなってしまい、条例の趣旨に沿うものでな
くなるため。

総務部 危機管理室 吹田市防犯活動事業補助金手続 ○
総務部 危機管理室 防犯カメラ設置看板交付申請手続 ○
総務部 危機管理室 吹田市無線通信式防犯カメラ画像利用申請手続 ○ ○
総務部 危機管理室 自主防災用資機材給付関係手続 ○
総務部 危機管理室 自主防災組織活動支援補助金関係手続 ○
総務部 総務室 行政財産目的外使用許可 ○ ○
総務部 総務室 部落有財産証明手続 ○ 相手方がオンラインを行うことが出来ないため。
総務部 総務室 部落有財産処分金交付手続 ○
総務部 総務室 土地境界明示申請 ○
総務部 法制室 吹田市き章使用申請 ○

総務部 契約検査室 随意契約事務 ○
法令や国・府の通知等において電子化の対象外とされ
ているため。

総務部 契約検査室 契約書等（工事等）の授受 ○
法令や国・府の通知等において電子化の対象外とされ
ているため。

総務部 契約検査室 工事改善指示に対する報告 ○

税務部 市民税課 市たばこ税の手持ち品課税・納税申告 ○
法令や国・府の通知等において電子化の対象外とされ
ているため。

税務部 市民税課
軽自動車税（種別割）申告
（原動機付自転車等）

○

税務部 市民税課 軽自動車税（種別割）廃車申告（原動機付自転車等） ○
税務部 市民税課 標識交付証明書再交付申請 ○
税務部 市民税課 廃車申告受付書再交付申請 ○
税務部 市民税課 軽自動車税課税免除申請 ○
税務部 市民税課 軽自動車税に関する申立書 ○
税務部 市民税課 退職所得に係る市民税・府民税更正請求書 ○
税務部 市民税課 市民税・府民税減免申請書 ○ ○
税務部 資産税課 未登記家屋異動届 ○
税務部 資産税課 固定資産税・都市計画税減免申請書 ○ ○

税務部 資産税課
共用土地に係る固定資産税額・都市計画税額のあん分
申出書

○

税務部 資産税課 耐震改修工事に対する固定資産税額の減額申告書 ○ データ容量上添付することができないため。

税務部 資産税課
熱損失防止（省エネ）改修住宅に対する固定資産税の減
額申告書

○

税務部 資産税課 住宅・非住宅用地変更等申告書 ○
税務部 資産税課 私道敷等評価申請書 ○
税務部 資産税課 地目変更届 ○
税務部 資産税課 私道敷等現況変更届 ○
税務部 資産税課 都市計画施設の予定地補正申請書 ○
税務部 資産税課 日照阻害補正適用申請書 ○
税務部 資産税課 宅地化農地認定申告書 ○
税務部 資産税課 宅地化農地確認申請書 ○
税務部 資産税課 宅地化農地に係る計画策定等の期限延長申請書 ○
税務部 資産税課 宅地化農地認定申告書の取下げ届 ○
税務部 資産税課 建築困難補正申請書 ○
税務部 資産税課 非課税申告書（償却資産） ○
税務部 資産税課 非課税申告書 ○ ○
税務部 資産税課 住宅用家屋証明申請書 ○
税務部 納税課 市税等過誤納金還付申請受付 ○
税務部 納税課 市税延滞金減免申請書 ○
税務部 納税課 分割納付誓約書 ○
税務部 納税課 債務承認書 ○
税務部 納税課 差押承諾書 ○
税務部 納税課 弁明書 ○
税務部 納税課 差押解除申請書 ○
税務部 納税課 委任状 ○
市民部 市民課 印鑑登録 ○

市民部 市民自治推進室
施設使用料還付申請
（市民センター、コミセン、山ふれ）
(市民ホール)

○

市民部 市民自治推進室
施設使用料還付申請
（市民公益活動センター）

○

都市魅力部 地域経済振興室 市役所本庁舎内チャレンジャー育成事業申請 ○
都市魅力部 地域経済振興室 吹田市勤労者福祉共済資金貸付申請書 ○

室課部局

対象外理由（デジタル手続条例施行規則第10条）

手続名称
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都市魅力部 地域経済振興室 吹田市勤労者福祉共済貸付基金資金借用証書 ○
都市魅力部 地域経済振興室 吹田市勤労者福祉共済連帯保証人変更承認申請書 ○

都市魅力部 地域経済振興室
吹田市勤労者福祉共済（宿泊・生活習慣病予防健診・人
間ドック）補助申請書(団体用)・補助請求書（複写）

○

電子申込システムから申請する場合、加入者と被共済
者（複数名）の両者から同時に申請する必要があり、
本件の電子化の取り組みが市民生活の向上に寄与す
るものではないため。
参考：「吹田市情報通信技術を活用した行政の推進に
関する条例」第１条

都市魅力部 地域経済振興室
吹田市勤労者福祉共済給付金給付申請（請求）書兼口
座振込依頼書

○

電子申込システムから申請する場合、加入者と被共済
者の両者から同時に申請する必要があり、本件の電
子化の取り組みが市民生活の向上に寄与するもので
はないため。
参考：「吹田市情報通信技術を活用した行政の推進に
関する条例」第１条

都市魅力部 地域経済振興室 特定退職金共済事業補助金交付事業 ○

本件補助金の申請対象は吹田商工会議所のみであ
り、本件の電子化の取り組みが市民生活の向上に寄
与するものではないため。
参考：「吹田市情報通信技術を活用した行政の推進に
関する条例」第１条

都市魅力部 地域経済振興室 小企業者事業資金融資申請 ○ ○
児童部 子育て給付課 子ども医療費支給申請及び口座振込依頼 ○
児童部 子育て給付課 ひとり親家庭医療証交付申請 ○ ○
児童部 子育て給付課 ひとり親家庭医療費受給資格変更の届出 ○
児童部 子育て給付課 ひとり親家庭医療費受給資格喪失の届出 ○
児童部 子育て給付課 ひとり親家庭医療費支給申請及び口座振込依頼 ○
児童部 子育て給付課 ひとり親家庭医療更新申請 ○
児童部 子育て給付課 児童扶養手当認定請求 ○ ○
児童部 子育て給付課 児童扶養手当の手当額改定請求（増額申請） ○
児童部 子育て給付課 児童扶養手当の手当額改定届（減額申請） ○
児童部 子育て給付課 児童扶養手当の支給停止関係届出 ○
児童部 子育て給付課 児童扶養手当の一部支給停止適用除外事由届出 ○ ○
児童部 子育て給付課 児童扶養手当の対象児童の障害の状態の届出 ○ ○
児童部 子育て給付課 児童扶養手当の氏名変更届 ○
児童部 子育て給付課 児童扶養手当の住所変更届 ○
児童部 子育て給付課 児童扶養手当の資格喪失の届出 ○
児童部 子育て給付課 母子・父子・寡婦福祉資金貸付申請 ○
児童部 子育て給付課 母子・父子・寡婦福祉資金貸付予約申請 ○
児童部 子育て給付課 母子・父子・寡婦福祉資金修学（修業）先決定届 ○
児童部 子育て給付課 母子・父子・寡婦福祉資金予約申請取り下げ書 ○
児童部 子育て給付課 母子・父子・寡婦福祉資金貸付金交付請求書 ○ ○
児童部 子育て給付課 母子・父子・寡婦福祉資金貸付金借用届 ○ ○
児童部 子育て給付課 母子・父子・寡婦福祉資金貸付金増額申請 ○
児童部 子育て給付課 母子・父子・寡婦福祉資金貸付停止等申請 ○
児童部 子育て給付課 母子・父子・寡婦福祉資金償還金支払猶予申請 ○
児童部 子育て給付課 母子・父子・寡婦福祉資金償還方法変更申出 ○
児童部 子育て給付課 母子・父子・寡婦福祉資金貸付金違約金免除申請 ○
児童部 子育て給付課 母子・父子・寡婦福祉資金貸付金償還免除申請 ○
児童部 子育て給付課 母子・父子・寡婦福祉資金氏名等変更届 ○
児童部 子育て給付課 母子・父子・寡婦福祉資金休学・復学届 ○
児童部 子育て給付課 母子・父子・寡婦福祉資金資格変動届 ○
児童部 子育て給付課 母子・父子・寡婦福祉資金連帯保証人変更届 ○
児童部 子育て給付課 母子生活支援施設の入所申請 ○
児童部 子育て給付課 母子生活支援施設の退所届 ○

児童部 子育て給付課
児童福祉施設（母子生活支援施設・助産施設）設置認可
の申請

○

児童部 子育て給付課
児童福祉施設（母子生活支援施設・助産施設）の設置認
可事項変更届

○

児童部 子育て給付課
児童福祉施設（母子生活支援施設・助産施設）の廃止等
承認申請

○

児童部 子育て給付課 ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等の支給申請 ○
児童部 子育て給付課 ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等の支給請求 ○

児童部 子育て給付課
ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金の受給資格喪失
届

○

児童部 子育て給付課
ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金支給対象修業課
程等の変更申請

○

児童部 子育て給付課
ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金支給対象講座の
指定申請

○
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児童部 子育て給付課
ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金支給対象講座の
指定変更申請

○

児童部 子育て給付課 ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金の支給申請 ○
児童部 子育て給付課 ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金の支給請求書 ○

児童部 子育て給付課
ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付
金支給対象講座の指定申請

○

児童部 子育て給付課
ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付
金の支給申請

○

児童部 子育て給付課
ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付
金の支給請求

○

児童部 子育て給付課
ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付
金支給対象講座の受講中止・受給資格喪失届

○

児童部 子育て給付課 ひとり親家庭等日常生活支援事業の利用申請 ○
児童部 子育て給付課 ひとり親家庭等日常生活支援事業の委託料請求 ○
児童部 子育て給付課

養育費に関する公正証書等作成促進補助金の交付申
請

○
児童部 子育て給付課 母子・父子自立支援プログラム策定の申込み ○

児童部 子育て給付課
母子父子寡婦福祉関係団体用バス貸付事業の利用申
請

○

児童部 子育て給付課
母子父子寡婦福祉関係団体用バス貸付事業の利用内
容変更申請

○

児童部 子育て給付課
母子父子寡婦福祉関係団体用バス貸付事業の利用辞
退届

○

児童部 子育て給付課
養育費確保のための強制執行申立てに係る費用補助金
の事前相談申出書

○

児童部 子育て給付課
養育費確保のための強制執行申立てに係る費用補助金
の交付申請

○

児童部 のびのび子育てプラザ ファミリー・サポート・センター業務活動報告 ○
法令や国・府の通知等において電子化の対象外とされ
ているため。

児童部 保育幼稚園室 過誤納金還付請求及び振込依頼の手続き ○
法令や国・府の通知等において電子化の対象外とされ
ているため。

児童部 保育幼稚園室 分納誓約手続き ○

児童部 すこやか親子室 妊産婦健診等補助金申請 ○
法令や国・府の通知等において電子化の対象外とされ
ているため。

児童部 すこやか親子室 小児慢性特定疾病医療費助成申請 ○
法令や国・府の通知等において電子化の対象外とされ
ているため。

児童部 すこやか親子室
障害児通所給付費支給申請及び利用者負担額減額・免
除申請手続

○

児童部 すこやか親子室 不育症検査及び不育症治療自己負担額助成金申請 ○
福祉部 生活福祉室 生活保護の開始申請 ○ ○
福祉部 生活福祉室 生活保護の変更申請 ○
福祉部 生活福祉室 生活保護の辞退申出 ○ ○

福祉部 生活福祉室
生活困窮者自立支援事業に関する利用申請
（自立支援事業、住居確保給付金、一時生活支援事業）

○

福祉部 生活福祉室
生活困窮世帯の子どもの学習支援教室への参加申し込
み

○

福祉部 生活福祉室 就労準備支援事業への参加申し込み ○
福祉部 生活福祉室 災害弔慰金の支給申請 ○
福祉部 生活福祉室 災害障害見舞金の支給申請 ○
福祉部 生活福祉室 災害援護資金の貸付申請 ○

福祉部 生活福祉室 戦没者の遺族に対する特別弔慰金の請求 ○
法令や国・府の通知等において電子化の対象外とされ
ているため。

福祉部 生活福祉室 災害見舞金等の支給申請（市単独分） ○ ○
福祉部 高齢福祉室 介護支援サポーター登録申請 ○
福祉部 高齢福祉室 介護支援サポーター活動助成金交付申請 ○
福祉部 高齢福祉室 介護支援サポーター受入施設指定申請 ○
福祉部 高齢福祉室 養護老人ホーム入所措置・やむを得ない措置の手続 ○
福祉部 高齢福祉室 保険料分納の申請 ○ ○
福祉部 高齢福祉室 介護保険　要介護・要支援認定の申請取下げの申出 ○
福祉部 高齢福祉室 認定調査票・主治医意見書の開示に係る申請 ○
福祉部 高齢福祉室 認定調査票の提示に係る申請 ○
福祉部 障がい福祉室 吹田市重度障害者住宅改造事業 ○ データ容量上添付することができないため。
福祉部 障がい福祉室 重度訪問審査 ○
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援事業（移動支援）請求書 ○
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援事業（日中一時支援）請求書 ○
福祉部 障がい福祉室 成年後見制度利用助成金 ○ ○
福祉部 障がい福祉室 重度身体障がい者緊急通報システム利用申請 ○

福祉部 障がい福祉室 自立支援医療（精神通院医療）支給認定申請 ○
法令や国・府の通知等において電子化の対象外とされ
ているため。



電子化の対象外手続（令和７年（2025年）６月現在）

（１）申請等に係る事項に虚
偽がないかどうかを対面に
より確認する必要があるこ
と。

(２)申請等に係る書面等の
原本を確認する必要がある
こと。

（３）許可証その他の処分通
知等に係る書面等を事業
所に備え付ける必要がある
こと。

（４）処分通知等に係る書面
等を携帯し、又は提示する
必要があること。

（５）前各号に掲げる事由に
類するものとして本市の機
関等が認める事由

(5)の詳細内容
室課部局 手続名称

福祉部 障がい福祉室 自立支援医療受給者証（精神通院医療）再交付申請 ○
法令や国・府の通知等において電子化の対象外とされ
ているため。

福祉部 障がい福祉室 自立支援医療（更生医療）支給認定申請 ○ ○
福祉部 障がい福祉室 自立支援医療（育成医療）支給認定申請 ○ ○
福祉部 障がい福祉室 補装具費（購入･借受け･修理）支給申請（成人） ○ ○
福祉部 障がい福祉室 補装具費（購入･借受け･修理）支給申請（児童） ○ ○

福祉部 障がい福祉室
重度障がい者等日常生活用具給付事業利用申請（児
童）

○

福祉部 障がい福祉室
小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業利用申
請

○

福祉部 障がい福祉室 軽度難聴児補聴器購入等助成券交付申請 ○
福祉部 障がい福祉室 重度障がい者医療費助成制度認定申請 ○ ○
福祉部 障がい福祉室 重度障がい者医療費助成制度給付申請 ○

福祉部 障がい福祉室
自立支援医療（更生医療・育成医療）医療機関
指定（病院・診療所）

○

福祉部 障がい福祉室
自立支援医療（更生医療・育成医療）医療機関
指定（調剤薬局）

○

福祉部 障がい福祉室
自立支援医療（更生医療・育成医療）医療機関
指定（訪問看護ステーション）

○

福祉部 障がい福祉室
自立支援医療（更生医療・育成医療）指定内容
変更届出（病院・診療所）

○

福祉部 障がい福祉室
自立支援医療（更生医療・育成医療）指定内容
変更届出（調剤薬局）

○

福祉部 障がい福祉室
自立支援医療（更生医療・育成医療）指定内容変
更届出（訪問看護ステーション）

○

福祉部 障がい福祉室
自立支援医療（更生医療・育成医療）医療機関
指定更新（病院・診療所）

○

福祉部 障がい福祉室
自立支援医療（更生医療・育成医療）医療機関
指定更新（調剤薬局）

○

福祉部 障がい福祉室
自立支援医療（更生医療・育成医療）医療機関
指定更新（訪問看護ステーション）

○

健康医療部 健康まちづくり室 診療料金還付業務 ○

健康医療部 成人保健課 公害診療報酬請求書 ○
法令や国・府の通知等において電子化の対象外とされ
ているため。

健康医療部 成人保健課 公害調剤報酬請求書 ○
法令や国・府の通知等において電子化の対象外とされ
ているため。

健康医療部 成人保健課 公害訪問看護報酬請求書 ○
法令や国・府の通知等において電子化の対象外とされ
ているため。

健康医療部 成人保健課
吹田市被爆者二世医療費助成金支給申請書及び口座
振込依頼書

○

健康医療部 成人保健課 吹田市国民健康保険人間ドック助成金交付申請 ○ データ容量上添付することができないため。
健康医療部 成人保健課 後期高齢者医療人間ドック費用助成申請 ○ データ容量上添付することができないため。
健康医療部 成人保健課 各種がん検診等一部負担金助成金交付申請 ○
健康医療部 成人保健課 吹田市国民健康保険脳ドッグ助成金交付申請 ○ データ容量上添付することができないため。

健康医療部 成人保健課 公害葬祭料請求書 ○
法令や国・府の通知等において電子化の対象外とされ
ているため。

健康医療部 成人保健課 公害関係口座振込依頼書 ○
法令や国・府の通知等において電子化の対象外とされ
ているため。

健康医療部 成人保健課 公害療養手当請求書 ○
法令や国・府の通知等において電子化の対象外とされ
ているため。

健康医療部 成人保健課
吹田市公害健康被害被認定者のインフルエンザ予防接
種に係る自己負担額助成金交付申請書兼口座振込依
頼書

○
法令や国・府の通知等において電子化の対象外とされ
ているため。

健康医療部 国民健康保険課 国民健康保険通知書などの登録住所外への発送申請 ○
健康医療部 国民健康保険課 住民登録外事務における情報秘匿の申出 ○
健康医療部 国民健康保険課 後期高齢者医療保険納付方法変更申出の取下 ○

健康医療部 国民健康保険課
後期高齢者医療障害認定申請書及び資格取得（変更・
喪失）届

○

健康医療部 国民健康保険課 後期高齢者医療資格確認書再交付申請 ○

健康医療部 国民健康保険課
後期高齢者医療資格確認書等の送付先（変更・廃止）申
請

○

健康医療部 国民健康保険課 後期高齢者医療負担区分等証明書交付申請 ○
健康医療部 国民健康保険課 後期高齢者医療資格取得（変更・喪失）届 ○
健康医療部 国民健康保険課 後期高齢者医療保険料減免申請 ○
健康医療部 国民健康保険課 後期高齢者医療保険料に係る所得の簡易申告 ○
健康医療部 国民健康保険課 住民登録異動の届出ができない理由 ○ ○
健康医療部 国民健康保険課 後期高齢者医療基準収入額適用申請 ○
健康医療部 国民健康保険課 障害申請及び認定に係る撤回届 ○
健康医療部 国民健康保険課 国民健康保険料の分納納付誓約 ○ ○



電子化の対象外手続（令和７年（2025年）６月現在）

（１）申請等に係る事項に虚
偽がないかどうかを対面に
より確認する必要があるこ
と。

(２)申請等に係る書面等の
原本を確認する必要がある
こと。

（３）許可証その他の処分通
知等に係る書面等を事業
所に備え付ける必要がある
こと。

（４）処分通知等に係る書面
等を携帯し、又は提示する
必要があること。

（５）前各号に掲げる事由に
類するものとして本市の機
関等が認める事由

(5)の詳細内容
室課部局 手続名称

健康医療部 国民健康保険課
国民健康保険料過誤納還付金請求書及び口座振込依
頼

○
法令や国・府の通知等において電子化の対象外とされ
ているため。

健康医療部 国民健康保険課 後期高齢者医療保険料の分納納付誓約 ○ ○

健康医療部 国民健康保険課
後期高齢者医療保険料過誤納還付金請求書及び口座
振込依頼

○
法令や国・府の通知等において電子化の対象外とされ
ているため。

健康医療部 国民健康保険課 国民健康保険高額療養費支給申請 ○
法令や国・府の通知等において電子化の対象外とされ
ているため。

健康医療部 国民健康保険課
国民健康保険高額療養費（外来年間合算）支給申請兼
自己負担額証明書交付申請

○
法令や国・府の通知等において電子化の対象外とされ
ているため。

健康医療部 国民健康保険課
高額介護合算療養費等支給申請兼自己負担額証明書
交付申請

○
法令や国・府の通知等において電子化の対象外とされ
ているため。

健康医療部 国民健康保険課 国民健康保険特定疾病認定申請 ○

健康医療部 国民健康保険課 国民健康保険療養費支給申請 ○
法令や国・府の通知等において電子化の対象外とされ
ているため。

健康医療部 国民健康保険課 国民健康保険葬祭費支給申請 ○
法令や国・府の通知等において電子化の対象外とされ
ているため。

健康医療部 国民健康保険課 国民健康保険出産育児一時金支給申請 ○
法令や国・府の通知等において電子化の対象外とされ
ているため。

健康医療部 国民健康保険課 国民健康保険第三者行為による傷病届 ○
健康医療部 国民健康保険課 後期高齢者医療保険納付方法変更の申出 ○

健康医療部 国民健康保険課
後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記
申請

○

健康医療部 国民健康保険課 後期高齢者医療長期入院日数届 ○
健康医療部 国民健康保険課 後期高齢者医療特定疾病認定申請 ○
健康医療部 国民健康保険課 後期高齢者医療高額療養費支給申請 ○
健康医療部 国民健康保険課 後期高齢者医療療養費支給申請 ○
健康医療部 国民健康保険課 後期高齢者医療葬祭費支給申請 ○
健康医療部 国民健康保険課 後期高齢者医療第三者行為による傷病届 ○

健康医療部 国民健康保険課
後期高齢者医療マイナンバーカードの健康保険証利用
登録の解除申請書

○ ○

健康医療部 保健医療総務室 病院開設許可申請 ○
健康医療部 保健医療総務室 病院構造設備使用許可申請 ○
健康医療部 保健医療総務室 病院開設届 ○
健康医療部 保健医療総務室 病院管理者設置許可申請 ○ ○
健康医療部 保健医療総務室 病院開設許可事項一部変更許可申請 ○
健康医療部 保健医療総務室 病院管理者変更届 ○
健康医療部 保健医療総務室 病院廃止届 ○
健康医療部 保健医療総務室 病院開設者死亡・失そう届 ○
健康医療部 保健医療総務室 診療所開設届出（医師開設） ○
健康医療部 保健医療総務室 診療所開設許可申請（非医師（法人等）開設） ○ ○
健康医療部 保健医療総務室 診療所開設届出（非医師（法人等）開設） ○

健康医療部 保健医療総務室
診療所（病床設置、病床数・従業者定員・構造設備変
更）許可申請書

○

健康医療部 保健医療総務室 診療所構造設備使用許可申請 ○
健康医療部 保健医療総務室 診療所管理者設置許可申請（医師開設） ○ ○
健康医療部 保健医療総務室 診療所2か所管理許可申請 ○ ○
健康医療部 保健医療総務室 診療所専属薬剤師設置免除許可申請 ○

健康医療部 保健医療総務室
診療所開設許可事項中一部変更許可申請（非医師（法
人等）開設）

○

健康医療部 保健医療総務室 診療所開設届出事項中一部変更届出（医師開設） ○
健康医療部 保健医療総務室 診療所管理者変更届出（非医師（法人等）開設） ○
健康医療部 保健医療総務室 診療所廃止届出 ○
健康医療部 保健医療総務室 診療所開設者（死亡・失そう）届出 ○
健康医療部 保健医療総務室 病院・診療所巡回健診開設届出（医師開設） ○
健康医療部 保健医療総務室 病院・診療所巡回健診開設許可申請 ○ ○
健康医療部 保健医療総務室 病院・診療所巡回健診開設届出（非医師開設） ○
健康医療部 保健医療総務室 病院・診療所巡回健診廃止届 ○
健康医療部 保健医療総務室 助産所開設許可申請（非助産師開設） ○ ○

健康医療部 保健医療総務室
助産所開設許可事項中一部変更許可申請（非助産師開
設）

○

健康医療部 保健医療総務室 助産所開設届出（非助産師開設） ○
健康医療部 保健医療総務室 助産所開設届出事項中一部変更届出（非助産師開設） ○
健康医療部 保健医療総務室 助産所開設届出（助産師開設） ○
健康医療部 保健医療総務室 助産所管理者設置許可申請（助産師開設） ○ ○
健康医療部 保健医療総務室 助産所２か所管理許可申請 ○ ○
健康医療部 保健医療総務室 助産所構造設備使用許可申請 ○ ○

健康医療部 保健医療総務室
施術所開設届出書（あん摩マッサージ指圧、はり、きゅ
う）

○ ○



電子化の対象外手続（令和７年（2025年）６月現在）

（１）申請等に係る事項に虚
偽がないかどうかを対面に
より確認する必要があるこ
と。

(２)申請等に係る書面等の
原本を確認する必要がある
こと。

（３）許可証その他の処分通
知等に係る書面等を事業
所に備え付ける必要がある
こと。

（４）処分通知等に係る書面
等を携帯し、又は提示する
必要があること。

（５）前各号に掲げる事由に
類するものとして本市の機
関等が認める事由

(5)の詳細内容
室課部局 手続名称

健康医療部 保健医療総務室
施術所届出事項変更届出書（あん摩マッサージ指圧、は
り、きゅう）

○ ○

健康医療部 保健医療総務室 出張施術業務開始届出 ○ ○
健康医療部 保健医療総務室 滞在施術業務届出 ○ ○
健康医療部 保健医療総務室 施術所開設届出（柔道整復） ○ ○
健康医療部 保健医療総務室 施術所届出事項変更届出（柔道整復） ○ ○
健康医療部 保健医療総務室 歯科技工所開設届 ○
健康医療部 保健医療総務室 歯科技工所開設届出事項中一部変更届 ○
健康医療部 保健医療総務室 薬局開設許可申請 ○ ○
健康医療部 保健医療総務室 薬局開設許可更新申請 ○
健康医療部 保健医療総務室 薬局許可証書換え交付申請 ○
健康医療部 保健医療総務室 薬局許可証再交付申請 ○
健康医療部 保健医療総務室 薬局製剤製造業・製造販売業許可及び承認申請 ○ ○
健康医療部 保健医療総務室 薬局製剤製造業・製造販売業許可更新申請 ○
健康医療部 保健医療総務室 薬局製剤製造業・製造販売業変更届 ○
健康医療部 保健医療総務室 薬局製剤承認事項軽微変更届 ○
健康医療部 保健医療総務室 薬局製剤製造業・製造販売業許可証書換え交付申請 ○
健康医療部 保健医療総務室 薬局製剤製造業・製造販売業許可証書再交付申請 ○
健康医療部 保健医療総務室 店舗販売業許可申請 ○ ○
健康医療部 保健医療総務室 店舗販売業許可更新申請 ○
健康医療部 保健医療総務室 店舗販売業許可証書換え交付申請 ○
健康医療部 保健医療総務室 店舗販売業許可証再交付申請 ○
健康医療部 保健医療総務室 高度管理医療機器等販売業・貸与業許可申請 ○ ○
健康医療部 保健医療総務室 高度管理医療機器等販売業・貸与業許可更新申請 ○

健康医療部 保健医療総務室
高度管理医療機器等販売業・貸与業許可証書換え交付
申請

○

健康医療部 保健医療総務室
高度管理医療機器等販売業・貸与業許可証書再交付申
請

○

健康医療部 保健医療総務室 管理医療機器等販売業・貸与業届出 ○ ○
健康医療部 保健医療総務室 毒物劇物販売業登録申請 ○ ○
健康医療部 保健医療総務室 毒物劇物取扱責任者設置届 ○
健康医療部 保健医療総務室 毒物劇物販売業登録更新申請 ○
健康医療部 保健医療総務室 毒物劇物取扱責任者変更届 ○
健康医療部 保健医療総務室 毒物劇物販売業登録票書換え交付申請 ○
健康医療部 保健医療総務室 毒物劇物販売業登録票書再交付申請 ○
健康医療部 保健医療総務室 毒物劇物業務上取扱者届出 ○

健康医療部 衛生管理課
吹田市所有者のいない猫避妊・去勢手術等補助金交付
要領関連の申請

○

環境部 環境政策室 環境まちづくり方針（案） ○
環境部 環境政策室 環境まちづくり方針 ○
環境部 環境政策室 環境まちづくり実施報告書 ○
環境部 環境政策室 林地台帳閲覧申請書 ○ ○
環境部 環境政策室 林地台帳情報提供依頼申出書 ○ ○
環境部 環境政策室 火葬証明願 ○
環境部 環境政策室 吹田市有墓地変更届 ○
環境部 環境政策室 吹田市有墓地使用許可証再交付申請書 ○
環境部 環境政策室 吹田市有墓地埋蔵届 ○
環境部 環境政策室 吹田市有墓地返還届 ○
環境部 環境政策室 吹田市有墓地使用承継許可申請書 ○
環境部 環境政策室 吹田市有墓地使用許可申請書 ○
環境部 環境政策室 墓地等経営許可申請書 ○
環境部 環境政策室 墓地等変更許可申請書 ○
環境部 環境政策室 墓地等廃止許可申請書 ○
環境部 環境政策室 みなし許可に係る届出書（新設） ○
環境部 環境政策室 みなし許可に係る届出書（変更） ○
環境部 環境政策室 みなし許可に係る届出書（廃止） ○
環境部 環境政策室 墓地等工事完了届出書 ○
環境部 環境政策室 墓地等変更届 ○
環境部 環境政策室 環境影響評価提案書等提出書 ○ ○
環境部 環境政策室 意見交換内容報告書 ○
環境部 環境政策室 環境影響評価書案等提出書 ○ ○
環境部 環境政策室 事業者見解書提出書 ○ ○
環境部 環境政策室 環境影響評価書等提出書 ○ ○
環境部 環境政策室 事後調査計画書提出書 ○ ○
環境部 環境政策室 工事着手届出書 ○
環境部 環境政策室 事後調査報告書提出書 ○ ○
環境部 環境政策室 工事完了届出書 ○
環境部 環境政策室 質問書に対する事業者回答書 ○ ○
環境部 環境政策室 対象事業の変更の届出書 ○ ○



電子化の対象外手続（令和７年（2025年）６月現在）

（１）申請等に係る事項に虚
偽がないかどうかを対面に
より確認する必要があるこ
と。

(２)申請等に係る書面等の
原本を確認する必要がある
こと。

（３）許可証その他の処分通
知等に係る書面等を事業
所に備え付ける必要がある
こと。

（４）処分通知等に係る書面
等を携帯し、又は提示する
必要があること。

（５）前各号に掲げる事由に
類するものとして本市の機
関等が認める事由

(5)の詳細内容
室課部局 手続名称

環境部 環境政策室 吹田市環境情報データ利用申請書 ○

環境部 環境保全指導課
（1）二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特
例認定申請書

○

環境部 環境保全指導課
（2）二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特
例認定変更申請書

○

年間の対応件数が０件であり、対応すると事務が煩雑
になり、吹田市情報通信技術を活用した行政の推進に
関する条例第１条に規定の手続等に係る関係者の利
便性の向上並びに本市の行政運営の簡素化及び効率
化が見込めないため。

環境部 環境保全指導課
二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認
定変更廃止届出書

○

環境部 環境保全指導課
二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認
定報告書

○

年間の対応件数が０件であり、対応すると事務が煩雑
になり、吹田市情報通信技術を活用した行政の推進に
関する条例第１条に規定の手続等に係る関係者の利
便性の向上並びに本市の行政運営の簡素化及び効率
化が見込めないため。

環境部 環境保全指導課 （3）産業廃棄物収集運搬業許可 ○
環境部 環境保全指導課 （4）産廃収集運搬業の許可更新 ○
環境部 環境保全指導課 （5）産廃処分業の許可 ○
環境部 環境保全指導課 （6）産廃処分業の許可更新 ○
環境部 環境保全指導課 （7）産廃収集運搬業の変更許可 ○
環境部 環境保全指導課 （8）産廃処分業の変更許可 ○
環境部 環境保全指導課 （9）特管産廃収集運搬業許可 ○
環境部 環境保全指導課 （10）特管産廃収集運搬業許可更新 ○
環境部 環境保全指導課 （11）特管産廃処分業の許可 ○
環境部 環境保全指導課 （12）特管産廃処分業の許可更新 ○
環境部 環境保全指導課 （13）特管産廃収集運搬業の変更許可 ○
環境部 環境保全指導課 （14）特管産廃処分業の変更許可 ○

環境部 環境保全指導課
（15）産廃処理施許可（廃棄物の処理及び清掃に関する
法律施行令　第7条の2に該当する施設）

○

環境部 環境保全指導課 （16）産廃処理施設許可（上記以外の施設） ○

環境部 環境保全指導課 （17）産廃処理施設定期検査 ○

年間の対応件数が０件であり、対応すると事務が煩雑
になり、吹田市情報通信技術を活用した行政の推進に
関する条例第１条に規定の手続等に係る関係者の利
便性の向上並びに本市の行政運営の簡素化及び効率
化が見込めないため。

環境部 環境保全指導課
（18）産廃処理施設変更許可（廃棄物の処理及び清掃に
関する法律施行令　第7条の2に該当する施設）

○

環境部 環境保全指導課 （19）産廃処理施設変更許可（上記以外の施設） ○

環境部 環境保全指導課 （20）産廃処理施設廃止確認（最終処分場廃止） ○

年間の対応件数が０件であり、対応すると事務が煩雑
になり、吹田市情報通信技術を活用した行政の推進に
関する条例第１条に規定の手続等に係る関係者の利
便性の向上並びに本市の行政運営の簡素化及び効率
化が見込めないため。

環境部 環境保全指導課 （21）産廃処理施設廃止確認（最終処分場許可取消） ○

年間の対応件数が０件であり、対応すると事務が煩雑
になり、吹田市情報通信技術を活用した行政の推進に
関する条例第１条に規定の手続等に係る関係者の利
便性の向上並びに本市の行政運営の簡素化及び効率
化が見込めないため。

環境部 環境保全指導課 （22）産廃処理施設の熱回収施設認定 ○
環境部 環境保全指導課 （23）産廃処理施設の熱回収施設の認定更新 ○
環境部 環境保全指導課 （24）産廃処理施設の譲受又は借受の許可 ○
環境部 環境保全指導課 （25）産廃処理施設合併又は分割の認可 ○

環境部 環境保全指導課
（26） 上記(3)、(5)、(9)、(11)、(15)若しくは(16)に規
定する許可証又は(22)に規定する認定証の再交付

○

年間の対応件数が０件であり、対応すると事務が煩雑
になり、吹田市情報通信技術を活用した行政の推進に
関する条例第１条に規定の手続等に係る関係者の利
便性の向上並びに本市の行政運営の簡素化及び効率
化が見込めないため。

環境部 環境保全指導課 減(3)一廃処理施設許可(焼却施設、最終処分場） ○
環境部 環境保全指導課 減(4)一廃処理施設許可（し尿処理施設） ○

環境部 環境保全指導課 減(5)一廃処理施設（焼却施設）定期検査 ○

年間の対応件数が０件であり、対応すると事務が煩雑
になり、吹田市情報通信技術を活用した行政の推進に
関する条例第１条に規定の手続等に係る関係者の利
便性の向上並びに本市の行政運営の簡素化及び効率
化が見込めないため。

環境部 環境保全指導課 減(6)一廃処理施設変更許可（燃焼施設、最終処分場） ○
環境部 環境保全指導課 減(7)一般廃棄物処理施設変更許可 ○

環境部 環境保全指導課
減(8)一廃処理施設廃止確認（最終処分場廃止及び許
可取消）

○

環境部 環境保全指導課 減(9)一廃処理施設の熱回収施設認定 ○



電子化の対象外手続（令和７年（2025年）６月現在）

（１）申請等に係る事項に虚
偽がないかどうかを対面に
より確認する必要があるこ
と。

(２)申請等に係る書面等の
原本を確認する必要がある
こと。

（３）許可証その他の処分通
知等に係る書面等を事業
所に備え付ける必要がある
こと。

（４）処分通知等に係る書面
等を携帯し、又は提示する
必要があること。

（５）前各号に掲げる事由に
類するものとして本市の機
関等が認める事由

(5)の詳細内容
室課部局 手続名称

環境部 環境保全指導課 減(10)一廃処理施設の熱回収施設の認定更新 ○
環境部 環境保全指導課 減(11)一廃処理施設の譲受又は借受の許可 ○
環境部 環境保全指導課 減(12)一廃処理施設の合併又は分割の認可 ○

環境部 環境保全指導課
減(15)　上記減(3)、減(4)に規定する許可証又は減
(9)に規定する認定証の再交付

○

年間の対応件数が０件であり、対応すると事務が煩雑
になり、吹田市情報通信技術を活用した行政の推進に
関する条例第１条に規定の手続等に係る関係者の利
便性の向上並びに本市の行政運営の簡素化及び効率
化が見込めないため。

環境部 環境保全指導課 産業廃棄物の保管の届出 ○

年間の対応件数が１～２件であり、対応すると事務が
煩雑になり、吹田市情報通信技術を活用した行政の
推進に関する条例第１条に規定の手続等に係る関係
者の利便性の向上並びに本市の行政運営の簡素化及
び効率化が見込めないため。

環境部 環境保全指導課 産業廃棄物の保管の届出の変更・廃止 ○

年間の対応件数が１～２件であり、対応すると事務が
煩雑になり、吹田市情報通信技術を活用した行政の
推進に関する条例第１条に規定の手続等に係る関係
者の利便性の向上並びに本市の行政運営の簡素化及
び効率化が見込めないため。

環境部 環境保全指導課 有害使用済機器保管等届出・変更・廃止 ○

年間の対応件数が０件であり、対応すると事務が煩雑
になり、吹田市情報通信技術を活用した行政の推進に
関する条例第１条に規定の手続等に係る関係者の利
便性の向上並びに本市の行政運営の簡素化及び効率
化が見込めないため。

環境部 環境保全指導課 がれき類の自ら利用・変更 ○

年間の対応件数が０件であり、対応すると事務が煩雑
になり、吹田市情報通信技術を活用した行政の推進に
関する条例第１条に規定の手続等に係る関係者の利
便性の向上並びに本市の行政運営の簡素化及び効率
化が見込めないため。

環境部 環境保全指導課 建設汚泥の自ら利用・変更 ○

年間の対応件数が０件であり、対応すると事務が煩雑
になり、吹田市情報通信技術を活用した行政の推進に
関する条例第１条に規定の手続等に係る関係者の利
便性の向上並びに本市の行政運営の簡素化及び効率
化が見込めないため。

環境部 環境保全指導課
高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃
度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄の特例処分期限
日に係る届出

○

年間の対応件数が０件であり、対応すると事務が煩雑
になり、吹田市情報通信技術を活用した行政の推進に
関する条例第１条に規定の手続等に係る関係者の利
便性の向上並びに本市の行政運営の簡素化及び効率
化が見込めないため。

環境部 環境保全指導課
高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃
度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄の特例処分期限
日に係る届出事項の変更届出

○

年間の対応件数が０件であり、対応すると事務が煩雑
になり、吹田市情報通信技術を活用した行政の推進に
関する条例第１条に規定の手続等に係る関係者の利
便性の向上並びに本市の行政運営の簡素化及び効率
化が見込めないため。

環境部 環境保全指導課 承継届出（PCB廃棄物） ○
環境部 環境保全指導課 譲受け届出（PCB廃棄物） ○
環境部 環境保全指導課 解体業許可申請 ○
環境部 環境保全指導課 解体業許可更新申請 ○
環境部 環境保全指導課 解体業変更届 ○
環境部 環境保全指導課 解体業廃業等の届出 ○
環境部 環境保全指導課 破砕業の許可申請 ○
環境部 環境保全指導課 破砕業の許可更新申請 ○
環境部 環境保全指導課 破砕業の事業の範囲の変更許可申請 ○
環境部 環境保全指導課 破砕業の変更届出 ○
環境部 環境保全指導課 破砕業廃業等の届出 ○

環境部 環境保全指導課 許可証再交付申請 ○

年間の対応件数が０件であり、対応すると事務が煩雑
になり、吹田市情報通信技術を活用した行政の推進に
関する条例第１条に規定の手続等に係る関係者の利
便性の向上並びに本市の行政運営の簡素化及び効率
化が見込めないため。

都市計画部 都市計画室 都市計画法53条許可取りやめ届 ○
都市計画部 都市計画室 都市計画法65条許可取りやめ届 ○
都市計画部 都市計画室 土地区画整理法第76条許可 ○
都市計画部 都市計画室 土地区画整理法第76条許可取りやめ届 ○
都市計画部 都市計画室 生産緑地地区指定希望申出 ○
都市計画部 都市計画室 生産緑地内における行為通知 ○
都市計画部 都市計画室 生産緑地買取申出 ○ ○
都市計画部 都市計画室 生産緑地の主たる農業従事者の変更届出 ○ ○
都市計画部 都市計画室 特定生産緑地指定申出 ○
都市計画部 都市計画室 都市計画提案手続き ○



電子化の対象外手続（令和７年（2025年）６月現在）

（１）申請等に係る事項に虚
偽がないかどうかを対面に
より確認する必要があるこ
と。

(２)申請等に係る書面等の
原本を確認する必要がある
こと。

（３）許可証その他の処分通
知等に係る書面等を事業
所に備え付ける必要がある
こと。

（４）処分通知等に係る書面
等を携帯し、又は提示する
必要があること。

（５）前各号に掲げる事由に
類するものとして本市の機
関等が認める事由

(5)の詳細内容
室課部局 手続名称

都市計画部 都市計画室 土地買取請求 ○
都市計画部 都市計画室 計画届出 ○

都市計画部 都市計画室 都市計画事業認可申請 ○
国、府との手続きであることから、デジタル手続条例第
１条の目的（市民生活の向上に寄与すること）に該当し
ないため。

都市計画部 都市計画室 事業認可地位承継承認申請 ○
国、府との手続きであることから、デジタル手続条例第
１条の目的（市民生活の向上に寄与すること）に該当し
ないため。

都市計画部 都市計画室 マンション建替組合理事長印鑑届出 ○ ○
都市計画部 都市計画室 マンション建替組合理事長印鑑廃止届出 ○
都市計画部 都市計画室 マンション建替組合設立認可申請 ○
都市計画部 都市計画室 権利変換計画認可申請 ○
都市計画部 都市計画室 マンション建替組合解散認可申請 ○
都市計画部 都市計画室 吹田市景観まちづくり活動補助金交付請求書 ○
都市計画部 都市計画室 除却広告物等返還受領書 ○
都市計画部 計画調整室 青山台近隣センター公衆浴場跡地使用許可申請 ○

都市計画部 開発審査室
土砂災害特別警戒区域内住宅補強事業補助金交付申
請書

○ ○

都市計画部 開発審査室 がけ地近接等住宅移転事業補助金交付申請書 ○ ○
都市計画部 開発審査室 優良宅地認定申請書 ○ ○
都市計画部 住宅政策室 目的外利用申請 ○
都市計画部 住宅政策室 行政財産使用許可申請 ○
都市計画部 住宅政策室 行政財産使用料減免申請 ○
都市計画部 住宅政策室 普通財産使用許可 ○
都市計画部 資産経営室 普通財産の売払い（一般競争入札） ○
都市計画部 資産経営室 普通財産の貸付け（一般競争入札） ○
土木部 道路室 私道舗装工事助成 ○
土木部 道路室 すいた里親道路プログラム ○
土木部 公園みどり室 みどりの協定書 ○
下水道部 管路保全室 吹田市水洗便所改造資金融資あっせん申込書 ○
下水道部 管路保全室 吹田市水洗便所改造資金融資借入申込書 ○
下水道部 管路保全室 下水道管埋設承諾書 ○ ○
会計室 会計室 口座振込・マイナンバー登録申請書(個人） ○ ○
会計室 会計室 債権者登録申請書（事業者等） ○
消防本部 指令情報室 NET119の申請 ○
農業委員会事務局 農業委員会事務局 農地法第３条 ○
農業委員会事務局 農業委員会事務局 農地法第３条の３の第一項 ○
農業委員会事務局 農業委員会事務局 農地法第４条第１項第７号 ○
農業委員会事務局 農業委員会事務局 農地法第５条第１項第６号 ○
農業委員会事務局 農業委員会事務局 農地法第１８条第６号 ○
農業委員会事務局 農業委員会事務局 取り消し届 ○
農業委員会事務局 農業委員会事務局 取り下げ届 ○
農業委員会事務局 農業委員会事務局 受理済証明書 ○
農業委員会事務局 農業委員会事務局 農業の主たる従事者証明書 ○
農業委員会事務局 農業委員会事務局 土地現況証明願 ○
農業委員会事務局 農業委員会事務局 相続税の納税猶予に関する適格者証明願 ○
農業委員会事務局 農業委員会事務局 引き続き農業経営を行っている旨の証明書 ○
農業委員会事務局 農業委員会事務局 農園用地貸付を行った旨の証明書 ○
農業委員会事務局 農業委員会事務局 農地の形質変更届 ○
学校教育部 学校管理課 民有地借地業務 ○
地域教育部 文化財保護課 博物館資料の観覧 ○
地域教育部 文化財保護課 埋蔵文化財発掘の届出・通知 ○ ○
地域教育部 文化財保護課 埋蔵文化財発掘調査の届出 ○ ○
地域教育部 文化財保護課 遺跡発見の届出・通知 ○ ○
地域教育部 文化財保護課 吹田市文化財保存事業補助金交付申請・実績報告 ○ ○
地域教育部 文化財保護課 国指定文化財補助金交付申請・実績報告 ○ ○

地域教育部 青少年室 子ども・若者総合相談センター講座申込 ○

対象者が相談事業利用者のみで相談員の判断に基づ
き講座参加を促すものであり、市民全体を対象としな
いため。また、対象者によっては単独での電子申請が
困難な方もいるため、電子化手続きの導入は困難とな
ります。

水道部 水道部総務室 市有地境界明示申請 ○
水道部 水道部総務室 漏水による上下水道料金減免申請書 ○
水道部 水道部総務室 区分の適用及び使用戸数申請書 ○
水道部 水道部総務室 債務承認及び納付誓約書 ○
水道部 水道部総務室 時効援用通知書 ○
水道部 水道部総務室 名義変更 ○
水道部 水道部企画室 債権者登録申請書 ○
水道部 水道部工務室 給水装置工事申込書の閲覧申請 ○


